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表３－１－２　コンスタンツァ港年間貨物取扱能力

品　目 岸壁数 岸壁水深（ｍ） 取扱能力（100万トン／年）

石油製品 7 11.8～18.5 30,000

ドライバルク 10 11.8～18.5 20,000

コンテナ 1 10.2 630

穀物 8 7.7～11.1 2,700

セメント 2 11.2～12.8 3,700

金属製品 2 11.7～11.8 2,500

化学製品 8 10.5～12.0 8,600

一般貨物 67 7.0～14.5 13,110

RORO 5 11.7～14.5 1,000

鉄道フェリー 1 14.5 1,000

生鮮食料品 2 7.5～10.2 260

合　計 113 7.5～18.5 83,500

Source：Constantza Port Brochure 2000, page 18, コンスタンツァ港湾管理公社

（1）鉄鉱石、石炭、コークス埠頭

鉄鉱石、石炭及びコークスは 13の岸壁において、２つの専門の港湾運送事業者により年間

約 1,420万トンが取り扱われている（1999年）。右埠頭の鉱産物蔵置能力は 450万トン。北港

岸壁No.64-67及び南港岸壁 No.80-84で取り扱われる鉱産物の一部は、ベルトコンベアにより

南港岸壁No.94-96まで運搬されたあと、3,000トン級バージ船舶に積み替えられ、黒海－ドナ

ウ運河を経て内陸部（ドナウ川沿いに立地するガラティ製鉄所など）へ輸送される。南港岸壁

No.85は、バージ船舶が南港岸壁No.94-96に移動するまでに待機場所となっている。また、南

港岸壁 No.94-96から南港中央埋立地までの水域が、バージ船舶の船溜まりとなっていること

が現地で確認された。また、鉱産物埠頭ヤード内に設置されているベルトコンベアには、お

おいが設置されていないために、ヤード周辺全体への鉱産物の粉塵飛散が著しいため、何ら

かの環境的な対策が必要と思慮される。
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（2）RORO埠頭、フェリー埠頭

コンスタンツァ港のRORO埠頭は、北港岸壁No.0の南部に１バース（延長364m、水深－13ｍ、

ヤード面積 4.2ha、4,800台収容可能）、南港岸壁 No.121（延長 214m、水深－ 14.5m、ヤード面

積 1.5ha、1,800台収容可能）の計２バースからなるが、現在、RORO船はコンスタンツァ港に

寄港しておらず閉鎖されている。南港岸壁 No.120に位置するフェリー埠頭（延長 227m、水深

－13.5m）には、鉄道が引き込まれており、欧州規格の鉄道貨車の利用を可能としている。ルー

マニア運輸省は、黒海沿岸諸国の経済発展に伴う旅客船需要の増大を見込み（2005年までに

１万 5,000人、2010年までに１万 9,000人）、北港地区 RORO埠頭の反対側に新規フェリー埠頭

を計画しているが、資金調達めどはない。北港の新規旅客船計画地は現在のところ、屑鉄岸

壁となっている。また、ルーマニア運輸省はトルコ国とフェリー輸送に関する協定を締結し、

サムスン港とコンスタンツァ港間のフェリー航路（鉄道貨車対応）の定期化を進めているほ

か、３～４年前に黒海対岸のグルジアともRORO、フェリー（鉄道貨車対応）を相互に航行の協

定を締結している。グルジアとの RORO、フェリー航路については、現在、立上げ的な航行を

いくつか実施しているものの、グルジアとの鉄道ゲージの違いが主な原因で、貨車フェリー

の往来はあまりない。

（3）化学製品埠頭

化学製品は、北港岸壁 No.54-63の計 10バースで年間約 192万トン取り扱われている（1991

年）。化学製品は、港湾運送事業者であるCHIMPEX社により、取扱貨物量のほとんどが取り扱

われている。ヤード背後には燐酸塩とアパタイト用サイロ（貯蔵能力３万トン）及び尿素用サ

イロ（貯蔵能力２万 5,000トン）が設置されている。化学製品は袋詰めされた状態で取り扱わ

れ、ヤード内にはこれを蔵置する8つの倉庫が設置されている（蔵置能力４万8,000トン）。同

埠頭中央部には鉄道が引き込まれ倉庫内中央を縦貫しているため、袋詰め貨物は風雨にさら

されることなく荷役される。同埠頭には大小計 23基のクレーンが設置されているが旧式の荷

役機材が多いため、新規荷役機械の導入などによる荷役効率の改善が今後の課題と考えられ

る。
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（10）造船所

北港地区の第３、４、５地区には造船所がいる。ここでは最大 25万ＤＷＴの船舶建造及び

最大 15万ＤＷＴの船舶修理が可能。表３－１－９に造船所施設概要を示す。

表３－１－９　造船所施設概要

ドライドック 360ｍ×58ｍ、最大250,000ＤＷＴ船舶の建造が可能。

ドライドック 360ｍ×48ｍ、最大150,000ＤＷＴ船舶の修理が可能。

浮きドック ２基（15,000トン、8,000トン）

岸壁 延長2,400ｍ、水深９ｍ

クレーン ４基（480tf、120tf、50tf、16tf）

機械工場

Source：Romanian Ports 1995, page 16, ルーマニア運輸省

（11）南港中央埋立地

コンスタンツァ港南区地区には南港中央埋立地がある。南港中央埋立地では、黒海－ドナ

ウ運河の掘削時に発生した土砂を受け入れた実績がある。現在は、運河からの浚渫土砂は受

け入れておらず、コンスタンツァ北部のドブロジャ地方からの掘削土、ブカレスト－コンス

タンツァ間の高速道路建設から発生する土砂、北港地区浚渫土砂などが投入されている。南

港中央埋立地埋立事業では、護岸で仕切られた埋立水域に土砂が投入されなく、埋立水域の

周辺部から内側に向かって土砂が投入されるため、南港中央埋立地には護岸というものが存

在しない。このように埋立地盤が海面に直接さらされている状況にある一方で、南港中央埋

立地の浸食対策は全く施されていない。また、ルーマニア運輸省は、現在及び将来の南港中

央埋立地法線に係る具体的なコンセプトを有していない。

ルーマニア運輸省は、南港中央埋立地に液化天然ガス埠頭開発を構想しており、事業参画

に関心を示す企業もあるものの、企業からの投資が実現しないため、具体的な事業は進んで

いない。また、ルーマニア運輸省は、事業の進捗状況にあわせ、南港中央埋立地へ道路及び

鉄道を引き込み、アクセス橋梁を建設することを検討している。現在のところ、液化天然ガ

ス埠頭以外に、南港中央埋立地の土地利用計画はない。

（12）外郭施設

コンスタンツァ港の外郭施設は、北防波堤4,850ｍ及び南防波堤5,500ｍから成る。現在、ルー

マニア政府、欧州開発銀行及びPHAREによる共同出資により、1998年から北防波堤4,850ｍの改

修及び南防波堤 5,500ｍの新規建設事業が進められている。さらに、ルーマニア政府は北防
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波堤の延伸事業（1,050ｍ）を計画しているが、資金調達めどはない。南港地区では、穀物貨

物や鉱物資源が連結バージ船舶によって黒海－ドナウ運河まで輸送されるため、北港防波堤

の延伸は南港地区における安全なトランジット輸送に貢献すると考えられる。

３－２　コンスタンツァ港の管理・運営制度

３－２－１　港湾管理

1991年から 1998年まで、コンスタンツァ港は国の直轄組織であるコンスタンツァ港管理公団

により管理されていたが、1998年に同公団がコンスタンツァ港湾管理公社（Constantza Port

Authority：ＣＰＡ）として株式を発行して以来、コンスタンツァ港はコンスタンツァ港湾管理

公社により管理され、国営企業及び民間企業により運営されている（実際には、運輸省に帰属す

る港湾関連公共財について国の承認がなされたあとに、運輸省とコンスタンツァ港湾管理公社

とで管理委託契約がなされる予定であり、事前調査の時点では運輸省とコンスタンツァ港湾管

理公社の管理委託契約はいまだ締結されていなかった）。現在のところ、コンスタンツァ港湾管

理公社の株式は100％国が保有しているが、将来的には株式の51％を国が保有し、49％を一般公

開する予定となっている。コンスタンツァ港湾管理公社の主要業務は、①港湾開発計画の立案・

実施、②港湾施設、臨港道路、臨港鉄道及び航行援助施設の維持管理、③電力、燃料、水及び電

気通信の供給、④消防活動、汚染対策、下水・衛生施設などの特殊サービスである。コンスタン

ツァ港湾管理公社は約1,400人の職員を雇用し、運輸大臣が設置する管理評議会（Administrative

Board）により運営されている。管理評議会は大蔵省、運輸省、コンスタンツァ港湾管理公社出

身の評議員を含む９名の評議員により構成される。管理評議会の主要業務は、1）コンスタン

ツァ港、マンガリア港及びミディア港の開発戦略、2）商業戦略及び商業政策、3）年間予算及び

資本運用、4）全港湾関係事項の運輸大臣報告である。コンスタンツァ港湾管理公社の組織図を

図３－２－１に示す。
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３－２－２　港湾運営

コンスタンツァ港では、３交代制により 365日、24時間の港湾運営が行われている。ルーマ

ニア運輸省は、競争原理の導入による港湾サービスの効率化・高質化を目的に、コンスタンツァ

港管理公団が設立された 1991年から、コンスタンツァ港管理公団（公社）の所掌業務の段階的な

民営化を図っている。コンスタンツァ港管理公団が設立された 1991年には、港湾運送事業が民

営化され14の港湾運送事業会社が設立された。現在、港湾運送事業会社 14社のうち３社は 100

％民営化されており、残りの 11 社については民間に移行中（いまだ国が 50％以上の株式を保

有）。コンスタンツァ港湾管理公社が設立された 1998年以降は、港湾浚渫業務、廃棄物収集業

務、港湾警備業務などが民間企業に移管されている。コンスタンツァ港の港湾運送事業社は埠

頭別ではなく、石油、石炭、穀物、鉱産資源などの品目ごとに専門の港湾運送事業者が数社あ

り、各分野で競争原理が機能している。各港湾運送事業者はコンスタンツァ港湾管理公社に埠

頭・倉庫のリース料金を支払い、荷役機械などは自らの資本で整備している。埠頭リース料金

及び倉庫リース料金は、黒海沿岸・欧州諸港の港湾諸料金を考慮したうえで運輸省及びコンス

タンツァ港湾管理公社が設定し、管理評議会で承認される。このようにコンスタンツァ港にお

ける港湾運営は、積極的に民間企業に移管されつつある。なお、コンスタンツァ港における民

営化（Co m m e r c i a l i z a t i o n）については、英国コンサルタント会社 GI B B が“R o m a n i a n

Commercialization Enhancement Program”を策定するために“Constantza Port Reality Book”

を取りまとめ中であるので、これが大きく参考になるものと思慮される。コンスタンツァ港の

港湾運送事業者一覧を表３－２－１に示す。

３－２－３　港湾料金

2000年４月１日以降、コンスタンツァ港湾管理公社が提示する港湾料金を表３－２－３に示

す。船社などの港湾利用者が支払う港湾諸料金としては表３－２－３以外に、港湾運送事業者

に対して支払う港湾料金（荷役料金など）がある。各港湾運送事業者は、複数オペレータ間の競

争のもとに、独自に港湾料金を設定している。各港湾運送事業者は、政令 22号第 13条により、

港湾管理者（コンスタンツァ港湾管理公社）に報告する義務がある。

３－２－４　港湾諸手続きの情報化

船舶がコンスタンツァ港に入港するためには、①入出港手続き、②入官手続き、③税関手続

き、④検疫手続き、⑤港湾警備に係る手続き、⑥施設利用許可などの申請が必要となる。諸手

続きはすべて海上で実施されるため、港湾諸手続きには多大な時間を要する。このような港湾

諸手続きの非効率さが港湾利用コストの増加、港湾利用効率の低下を引き起こしていると考え

られる。しかしながら、運輸省及びコンスタンツァ港湾管理公社の双方ともに港湾諸手続きの
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情報化に係る計画・構想を策定していない。現在のところ、コンスタンツァ港湾管理公社が、事

務の電算化事業（BULL、事業費は約 200万ＵＳドル、仏系コンサルタントにより実施中）を実施

中で、港湾統計管理の電算化を図っている程度である。したがって、コンスタンツァ港におけ

る港湾諸手続きの情報化は本格調査の大きなテーマの一つとなるものと思慮される。

３－２－５　コンスタンツァ港湾管理公社の財政状況

1999年におけるコンスタンツァ港湾管理公社の総収入は、2,635万 682ＵＳドル（約28億 7,000

万円、１ＵＳドル＝109円）であり、総売上高は630万 1,771ＵＳドル（約６億9,000万円、１ＵＳ

ドル＝ 109 円）であった。コンスタンツァ港湾管理公社の収入内訳（1999 年）及び収支決算表

（1999年）を表３－２－３及び表３－２－４に示す。

表３－２－３　コンスタンツァ港湾管理公社の収入内訳（1999年）

項　目 収入額

Port Service 20,203ＵＳドル 76.7％

Financial Revenues 1,574ＵＳドル 6.0％

Electric Power & Telecommunication 3,478ＵＳドル 13.2％

Special Revenues 550ＵＳドル 2.1％

Other 546ＵＳドル 2.0％

Total 26,351ＵＳドル 100.0％

Source：Annual Report 1999, コンスタンツァ港湾管理公社

コンスタンツァ港湾管理公社の年間事業費の 50％以上は国からの補助金、そのほかはコンス

タンツァ港湾管理公社独自の収入や外国からの借入金となっている。外国からの借入金には、

円借款のほか、ＥＵ無償資金（PHARE※）などがある（※ＥＵ加盟を希望する諸国が、ＥＵ加盟の

ための諸条件を整えるために、ＥＵが無償援助する資金）。

３－２－５　コンスタンツァ・フリーゾーン

ルーマニア政府は、外国資本の投資及び海外技術の導入を促進し、経済発展の起爆剤とする

べく、コンスタンツァ南港地区においてフリーゾーン（Constantza South and Basarabi Free

Zone：ＣＳＢＦＺ）を設置した（1993年８月）。1995年にＦＺ法成立、1996年にコンスタンツァ

港湾管理公社からフリーゾーン管理公団へ土地の所有権及び管理運営権が譲渡された。フリー

ゾーンはルーマニア政府財源に直接寄与しないが、雇用機会の創出、関連産業の立地などの効

果が期待されている。フリーゾーンでは、以下の経済活動を行われている。
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表３－２－５　フリーゾーン施設概要

No.1地区 No.2地区 No.3地区

面　積 27ha 10ha 140ha

岸　壁 岸壁No.119、－13.5ｍ － 岸壁No.120-123、－14.5ｍ

岸壁No.126-131、－16.5ｍ

用　途 ・製品の貯蔵 ・工業生産 ・埠頭用地（穀物、石油、化

　学製品、コンテナ）

・製品加工及び集配 ・商業活動 ・商業活動、・工業生産

・その他産業活動 ・商品取引 ・製品の貯蔵

Source：Constantza Port and Free Zone, ＣＳＢＦＺ管理公団

フリーゾーンは、ルーマニア運輸省フリーゾーン庁（Free Zones Agency, Ministry of

Transport）の管轄のもとに、国営企業であるＣＳＢＦＺ管理公団（国営企業）によって管理運営

がなされている。フリーゾーン用地の所有権及び管理運営権は、コンスタンツァ港湾管理公社

からがフリーゾーン管理公団（国営企業）に譲渡されている。ＣＳＢＦＺ管理公団の主要業務

は、①フリーゾーン開発戦略の策定、②土地の貸付、フリーゾーン内の既存施設の賃借、③道

路、鉄道、航行援助施設などの関連インフラの維持管理、④通信、電力、生活用水の供給、⑤

消防活動、汚染対策、衛生管理である。

３－２－６　コンスタンツァ自由貿易港構想

ルーマニア運輸省では、現在、コンスタンツァ港全体を自由貿易港とする構想を検討中であ

る。本構想は、輸出入する際の関税に係る考え方で、コンスタンツァ港全体を保税地域にする

というものである。現在、コンスタンツァ港では保税地域が指定されていないため、輸出入貨

物については、貨物が荷役される前に税関職員が船内に立ち入り関税手続きが行われている。

また、トランジット貨物については、輸出入業者が補償金（Deposit）をコンスタンツァ港に一時

的に預ける必要がある。このような現状にかんがみ、ルーマニア運輸省は、コンスタンツァ港

が自由貿易港となることにより、煩雑な関税手続きが解消され、船舶の港湾利用効率が向上さ

れることを目的に、関連法案を作成しているところである。右法案は予定では、2000年夏に閣

議決定される予定である。コンスタンツァ港に保税機能が付加されれば、国際的に遜色のない

国際貿易港としてコンスタンツァ港の競争力は高まると考えられる。
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